
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

統一的な月次統計としてのサービス産

業動向調査 

 サービス業全般を統一的に把握する初めての月

次統計として、2008年７月からサービス産業動向

調査が実施されています。経済活動の大部分を占

め、変化が激しいサービス業の動向を即時にとら

えることは、正確な景気判断に不可欠なはずです。

しかし、多種多様なサービス業を統一的にとらえ

ることは難しく、包括的な月次統計の作成は長年

の課題でした。サービス産業動向調査においては、

個別分野の特殊性ではなく、サービス業全体に共

通する少数の要素（従業者数、売上高）を調査す

る方針が採られています。景気判断に多用される

月次統計として精確な測定を目的としたことがそ

の理由であり、ひとつの見識といえます。 

 

サービス産業動向調査によって改善さ

れる経済統計の速報性と精度 

 サービス産業動向調査が開始されたことで、我

が国の経済統計の速報性と精度とが大きく改善さ

れます。このことは、景気に関連した指数の作成

に特に重要です。なぜなら、月次統計による速報

性が確保されるばかりでなく、サービス業に景気

の動きに敏感な業種が数多く含まれているからで

す。景気判断の基礎となる景気動向指数にもサー

ビス産業動向調査の結果が採り入れられるでしょ

う。サービス業とつながりの深い第３次産業活動

指数にも採り入れられるでしょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、サービス産業動向調査に基づく独自の指

数の作成も検討されると聞きます。それら以外に

ついても、この調査には大きな期待が寄せられて

います。 

 

サービス産業動向調査の課題 

しかし、解決しなければならない課題が多いこと

も事実です。少数の共通要素のみに着目して調査を

実施しているとはいえ、変化の激しいサービス業に

あっては、これまでの産業分類とはそぐわない業態

が不断に発生することでしょう。また、サービス産

業動向調査と対を成すべき、個別分野の特殊性を調

査する構造統計も我が国の統計体系の中で今後構想

していかなければならないでしょう。そうした課題

を解決しながら、サービス産業動向調査が、我が国

の経済統計の速報性と精度の向上に役立っていくこ

とを期待します。 

（「明日への統計 2009」(総務省統計局統計調査部)より） 
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サービス産業動向調査ニュース 
                       ＮＯ．２ 

サービス産業動向調査に期待する 

             早稲田大学政治経済学術院教授 西 郷  浩 

１ 

サービス産業動向調査へのご理解とご関心を深めていただくために、 

サービス産業動向調査ニュース第 2 号を調査事業所の皆様にお届けします。 

  

経経済済活活動動別別国国内内総総生生産産（（名名目目））構構成成比比  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

昭和55

年

（1980）

60 平成2年 7 12 17 19

（2007）

（％）

第１次産業

第２次産業

第３次産業

資料 国民経済計算（内閣府）

注） 平成７年以前の結果は平成７年基準（９３ＳＮＡ）、平成12年以降の結果は

平成12年基準（９３ＳＮＡ）による。



  
検検  索索  

 

 

 

総務省統計局は、我が国の統計機構の中核として、国勢調査、労働力調査、家計調査など社会経済の実態

を把握する国の重要な統計調査を企画・実施し、社会の情報基盤となる統計を提供する国の機関です。 

 
 
 
 
 

１ 統計体系の整備 

 

■■ 平成 20 年 7 月から開始した「サービス産業動向調査」について、調査対象全体の前年同月比較が可

能となる平成 21 年 10 月分から毎月の結果公表を予定しています。 

 

■■ 平成 21 年７月に、第１回の「経済センサス‐基礎調査」を実施しました。 

 

■■ 平成 22 年 10 月の国勢調査の円滑な実施に向け、最終的な実地検証を実施しました。 

 

■■ 平成 21 年 9 月から 11 月に全国の約 57,000 世帯を対象に全国消費実態調査を実施しています。 

 

 

２ 調査対象者の負担軽減などへの配慮 

 

■■ 調査票の回収方法については、郵送提出やインターネット回答も可能とする等の多様な要請に応えら

れるよう検討を進めます。 

 

■■ 調査票に安心して記入していただけるよう、秘密の保護を徹底してまいります。 

 

   統計法では、調査で知り得た情報を調査関係者が他に漏らすことは固く禁じられているほか、調査票

情報等の利用制限が定められています。 

 
 
 

３ 統計を利用しやすい環境の整備 

 

■■ 統計利用のためのワンストップサービスとして運用しているポータルサイト「政府統計の総合窓口

（e-Stat）」の充実を図ります。 

 

■■ 統計データを地図に重ね合わせて表示できるよう、「地図で見る統計（ＧＩＳ）」の活用により、デー

タを分かりやすい形で提供します。 

 

 

 

                    

    統計局のホームページはこちらから

― 総 務 省 統 計 局 の 主 な 仕 事 ― 

サービス産業動向調査 ＵＲＬ：http://www.stat.go.jp/data/mssi/index.htm 

２ サービス産業動向調査ニュース（第２号） 

平平成成 2211 年年度度のの総総務務省省統統計計局局のの主主なな取取組組でですす。。  

総総 務務 省省 統統 計計 局局  

  



 

 

 

 

★ 調査結果の公表は、調査対象全体の前年同月比の公表が可能となる平成 21 年 10 月分の集計完了時か

ら開始し、以後調査月の翌々月に行います。 

 

★ 調査結果は、報道発表や総務省統計局のホームページ、刊行物により公表します。 

 

 

  

 

調査結果は、次のようなことに利用されます。 

★ これまで不十分だったサービス産業の統計が充実しますので、ＧＤＰの四半期別速報（ＱＥ）をはじ

めとする国民経済計算の推計精度の向上に役立ちます。 

 

★ サービス産業の動向が業種別・規模別に把握できますので、各種行政施策を企画立案する上でより的

確な基礎資料として活用されます。 

 

★ 月ごとに統計データが集計されますので、短期的な景気動向が明らかになるとともに、雇用をどれく

らい吸収しているかなどの雇用動向も把握できます。 

 

 

 

 

 

３ サービス産業動向調査ニュース（第２号） 

 
総務省統計局では、サービス産業動向調査の結果の公表に向けた準備を進めています。  

 
結果の利用  

この調査は、日経リサーチ・ヤマト運輸サービス産業動向調査共同企業体が実施を担当しています。 

 
ササーービビスス産産業業動動向向調調査査ニニュューースス第第 33 号号かかららはは、、調調査査結結果果をを中中心心ににおお知知ららせせししまますす。。  

ここののシシンンボボルルママーーククはは、、ササーービビスス産産業業（（SSeerrvviiccee  IInndduussttrryy））のの頭頭文文字字ででああるる””ＳＳ””をを

かかたたどどっったたももののでですす。。形形ののなないい産産業業ととももいいわわれれるるササーービビスス業業をを表表すすイイメメーージジととししてて、、帯帯

状状ににデデザザイインンさされれたた顧顧客客のの””手手””ととササーービビスス業業者者のの””手手””がが結結ばばれれてて、、ササーービビスス産産業業がが

生生ままれれるる姿姿をを描描いいてていいまますす。。  

  

ササーービビスス産産業業動動向向調調査査ののシシンンボボルルママーークク・・ロロゴゴママーーククでですす！！  

シシンンボボルルママーークク  ロロゴゴママーークク  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｑ１ 労働者派遣法でいう派遣労働者を他の事業所

へ派遣している事業所の従業者数は、どの欄に

記入したらよいか。 

Ａ１ 派遣労働者を含めないで、記入してください。 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｑ２  ①公的機関も調査対象となるのか。②所長、

センター長などの管理者は、従業者数のどの欄

に記入したらよいか。 

Ａ２ ①公的機関であっても調査の対象となります。

②公的機関の所長、センター長などの管理者は

常用雇用者のうち「正社員・正職員などと呼ば

れている人」としてください。 

    

総務省統計局では、調査に関する業務のうち、調査の実施については日経リサーチ・ヤマト運輸サー 

 ビス産業動向調査共同企業体に、調査結果の集計については独立行政法人統計センターに、それぞれ委 

託して実施しています。 

連 絡 先：日経リサーチ・ヤマト運輸サービス産業動向調査共同企業体 

電話番号（フリーダイヤル）：０１２０―５１０－２７８ 

               Ｅ-mail：service_sangyo@nikkei-r.co.jp              

サービス産業動向調査 

Ｑ＆Ａ 

業 務 の 実 施 機 関  

４ サービス産業動向調査ニュース（第２号） 

 サービス産業動向調査にご協力いただき、ありがとうございます。 

今後ともよろしくお願いします。  

  

地地方方公公共共団団体体のの指指定定管管理理者者制制度度のの導導入入にによよりり、、指指定定管管理理者者（（民民間間事事業業所所等等））にに

よよっってて管管理理さされれてていいるる公公のの施施設設ににつついいててはは、、①①地地方方公公共共団団体体とと②②指指定定管管理理者者ののそそ

れれぞぞれれがが調調査査対対象象ととななるるここととががあありりまますす。。ここののよよううなな場場合合、、１１施施設設にに調調査査票票をを２２  

  通通おお送送りりししまますすののでで、、そそれれぞぞれれのの事事業業所所ににおおいいてて、、以以下下ののととおおりり記記入入ししてていいたただだくくよよううおお願願いいししまますす。。  

ままたた、、当当調調査査はは標標本本調調査査ででああるるたためめ、、地地方方公公共共団団体体又又はは指指定定管管理理者者ののいいずずれれかか一一方方にに調調査査票票ををおお送送りりすす

るる場場合合ももあありりまますすがが、、そそののよよううなな場場合合はは、、そそれれぞぞれれのの記記入入方方法法にによよりりごご記記入入ををおお願願いいししまますす。。  
  

■■  従従業業者者数数のの記記入入  

①①地地方方公公共共団団体体側側のの調調査査票票                    ②②指指定定管管理理者者側側のの調調査査票票    

●●  地地方方公公共共団団体体のの従従業業者者数数をを「「⑴⑴ここのの事事業業所所にに  ●●  指指定定管管理理者者のの従従業業者者数数をを「「⑴⑴ここのの事事業業所所にに所所    

所所属属すするる従従業業者者数数」」にに記記入入しし、、指指定定管管理理者者のの      属属すするる従従業業者者数数」」にに記記入入しし、、地地方方公公共共団団体体のの        

従従業業者者数数をを「「⑵⑵別別事事業業所所かかららききててここのの事事業業所所      従従業業者者数数をを「「⑵⑵別別事事業業所所かかららききててここのの事事業業所所  

でで働働いいてていいるる人人」」にに記記入入ししまますす。。                でで働働いいてていいるる人人」」にに記記入入ししまますす。。  

  

■■  売売上上高高のの記記入入  

    ①①地地方方公公共共団団体体側側のの調調査査票票                    ②②指指定定管管理理者者側側のの調調査査票票     

●●  次次のの合合計計額額をを記記入入ししまますす。。                  ●●  次次のの合合計計額額をを記記入入ししまますす。。  

  ・・利利用用者者かからら地地方方公公共共団団体体にに支支払払わわれれるる利利用用料料    ・・地地方方公公共共団団体体かからら指指定定管管理理者者にに支支払払わわれれるる  

  ・・指指定定管管理理者者かからら地地方方公公共共団団体体にに支支払払わわれれるる       指指定定管管理理料料  

    納納付付金金                                      ・・利利用用者者かからら指指定定管管理理者者にに支支払払わわれれるる利利用用料料  
      

注注意意  調調査査期期間間中中にに指指定定管管理理者者のの方方がが変変更更ににななっったた場場合合はは、、新新ししいい指指定定管管理理者者のの方方にに引引きき続続きき調調査査にに  

ごご協協力力ををおお願願いいししまますす。。  

  

指指定定管管理理者者制制度度ににおお

けけるる従従業業者者数数、、売売上上

高高のの記記入入ののししかかたた  


